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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成27年5月28日(2015.5.28)
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   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月8日(2015.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の出力信号及び第２の出力信号の電位を比較する比較器と、
　酸化物半導体層にチャネル形成領域が形成される第１の酸化物半導体トランジスタ及び
シリコン層にチャネル形成領域が形成される第１のシリコントランジスタを有する第１の
メモリ部と、
　第２の酸化物半導体トランジスタ及び第２のシリコントランジスタを有する第２のメモ
リ部と、
　前記第１の出力信号及び前記第２の出力信号の電位を確定する出力電位確定器と、を有
し、
　前記第１の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のシリ
コントランジスタのゲートに電気的に接続されており、
　前記第２の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のシリ
コントランジスタのゲートに電気的に接続されており、
　前記第１の出力信号は前記比較器及び前記第１のメモリ部から出力され、
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　前記第２の出力信号は前記比較器及び前記第２のメモリ部から出力されることを特徴と
する半導体集積回路。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記比較器は、高電位基準電位と接続され、
　前記出力電位確定器は、低電位基準電位と接続されていることを特徴とする半導体集積
回路。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記第１のシリコントランジスタ及び前記第２のシリコントランジスタは、ｎチャネル
型トランジスタであることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方及び前記第１のシリ
コントランジスタのゲートと接続する第１の保持容量、及び、前記第２の酸化物半導体ト
ランジスタのソース又はドレインの一方及び前記第２のシリコントランジスタのゲートと
接続する第２の保持容量が設けられていることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記第１の酸化物半導体トランジスタ及び前記第２の酸化物半導体トランジスタは、前
記第１のシリコントランジスタ及び前記第２のシリコントランジスタに重畳して形成され
ることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項６】
　高電位基準電位と接続され、第１の出力信号及び第２の出力信号の電位を比較する比較
器と、
　酸化物半導体層にチャネル形成領域が形成される第１の酸化物半導体トランジスタ及び
第２の酸化物半導体トランジスタを有する第１のメモリ部と、
　第３の酸化物半導体トランジスタ及び第４の酸化物半導体トランジスタを有する第２の
メモリ部と、
　低電位基準電位と接続され、前記第１の出力信号及び前記第２の出力信号の電位を確定
する出力電位確定器と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２の酸化
物半導体トランジスタのゲートに電気的に接続されており、
　前記第３の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第４の酸化
物半導体トランジスタのゲートに電気的に接続されており、
　前記第１の出力信号は前記比較器及び前記第１のメモリ部から出力され、
　前記第２の出力信号は前記比較器及び前記第２のメモリ部から出力されることを特徴と
する半導体集積回路。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第１の酸化物半導体トランジスタのソース又はドレインの一方及び前記第２の酸化
物半導体トランジスタのゲートと接続する第１の保持容量、及び、前記第３の酸化物半導
体トランジスタのソース又はドレインの一方及び前記第４の酸化物半導体トランジスタの
ゲートと接続する第２の保持容量が設けられていることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記比較器は、４つのトランジスタを有することを特徴とする半導体集積回路。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記比較器のトランジスタのそれぞれは、ｐチャネル型シリコントランジスタであるこ
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とを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記出力電位確定器は、１つのトランジスタを有することを特徴とする半導体集積回路
。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記出力電位確定器のトランジスタは、ｎチャネル型シリコントランジスタであること
を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１２】
　請求項１０において、
　前記出力電位確定器のトランジスタは、酸化物半導体トランジスタであることを特徴と
する半導体集積回路。
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